
小規模設備生産性向上支援事業補助金
岡山県委託事業

令和2年11月
公益財団法人 岡山県産業振興財団

小規模設備生産性向上支援事業補助金事務局

補助事業実施の手引き

・小規模設備生産性向上支援事業補助金 補助事業実施の手引きについて説明い
たします
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はじめに

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（適正化法）
小規模設備生産性向上支援事業補助金交付要綱（交付要綱）
小規模設備生産性向上支援事業実施要領（実施要領）
小規模設備生産性向上支援事業補助金募集要項（募集要項） 等

・事業遂行の責任
・補助金の使途の制限
・事業計画変更、中止（廃止）の制限
・各種報告書の提出
・財産管理と財産処分の制限
・帳簿記載、証拠書類の整理保存

適用を受ける法律や要綱等

補助金の採択者（補助事業者）が負う責任等

はじめに

・この『実施の手引き』は、「小規模設備生産性向上支援事業補助金」の採択者
である補助事業者｣が、補助事業を行うにあたり、遵守すべき規程や手続き等に
ついて解説したものです。

・補助事業者は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」、「小規
模設備生産性向上支援事業補助金交付要綱」「小規模設備生産性向上支援事業実
施要領「小規模設備生産性向上支援事業補助金募集要項」等に基づき、記載のよ
うな責任等を負うことになります。

2



はじめに

補助事業計画書（様式第1）

補助事業計画書に記載のない取組

補助金の対象とならなくなる場合の例

例:当初の計画の趣旨に反する設備を導入する等

▲補助金交付申請時に作成した補助事業計画書

・補助金の対象とならなくなる場合の例を挙げます。

・当初の計画の趣旨に反する設備を導入する等の補助事業計画書に記載のない取
組を行った場合。
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はじめに

補助期間外の事業実施

※令和2年4月1日以降に発注を行った事業
に要する経費についても、書類等による確
認が可能で適正と認められる場合には補助
対象とすることが可能です

補助金の対象とならなくなる場合の例

令
和
2
年
10
月
29
日

（
交
付
決
定
日
）

令
和
3
年
2
月
1
日

補助期間

令
和
2
年
4
月
1
日

納
品
・
支
払

納
品
・
支
払

発
注

○○ ×

・令和3年2月１日を超えて納品や支払いを行う等、補助事業期間外の事業実施
を行った場合。
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はじめに

証拠書類

証拠書類の不備

補助金の対象とならなくなる場合の例

▲証拠書類の例

・証拠書類に不備があった場合等、これらのように手続きに誤りがあると補助金
の対象とならなくなる場合がありますので、手引きを熟読の上、適正な事業実施
をお願いします。
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はじめに

「適正化法」「交付要綱」「実施要領」等に違反した場合

虚偽申請・報告等の不正行為が発覚した場合

補助金交付後においても、
補助事業に係る交付決定の取消を行う等、厳正に対処します

今後の事務手続きや事業実施にあたり、
不明点等があれば随時、岡山県又は財団にお問合せください

・また、適用を受ける法律や要綱等に違反した場合や、虚偽申請・報告等の不正
行為が発覚した場合は、補助事業の対象期間中のみでなく、補助金交付後におい
ても、補助事業に係る交付決定の取消しを行う等、厳正に対処します。

・今後の事務手続きや事業実施にあたり、不明点等があれば随時、岡山県又は財
団にお問い合わせください。
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補助事業の基本的な流れ

補助金の受取

岡山県補助事業者
交付決定（10/29）

実績報告書 提出 完了検査

補助金の額の確定請求書 提出

補助金の支払い

財団

岡山県

事業実施

・最初に、補助事業の基本的な流れについて説明します。

・補助事業の基本的な流れはご覧のフロー図のとおりです。
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補助事業の基本的な流れ

岡山県
交付決定（10/29）

交付決定通知書（様式第2）により
交付決定額を通知します

交付決定通知書（様式第2）

・岡山県から補助事業者に対して「交付決定通知書（様式第２）」により交付決
定額を通知します。
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補助事業の基本的な流れ

補助事業者
事業実施

岡山県
交付決定（10/29）

申請内容に沿って事業を
実施してください

※内容等に変更が生じる場合は
必ず事前に岡山県に相談してください

交付決定時において発注前・発注済・納品済の場合

・交付決定時において発注前・発注済・納品済の補助事業者は、申請内容に沿っ
て事業を実施してください。

・なお、実施内容に変更が生じる場合は、必ず事前に岡山県に相談してください。
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補助事業の基本的な流れ

岡山県補助事業者
交付決定（10/29）

実績報告書 提出

事業実施

交付決定時において発注前・発注済・納品済の場合

補助事業完了の日から15日以内の日、
又は、令和3年2月1日までのいずれか

早い日までに提出してください。

▲提出書類については後ほど説明

・補助事業完了後、完了の日から１５日以内の日、又は、令和３年２月１日まで
のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
・なお、補助事業完了とは、申請に沿った取組を行い納品及び業者への支払（決
済）が完了したことです。
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補助事業の基本的な流れ

岡山県補助事業者
交付決定（10/29）

実績報告書 提出

事業完了済み

交付決定時において支払（決済）済の場合

交付決定通知書の到達後、
速やかに実績報告書を提出してください

実績報告書の日付は
令和2年11月12日以内です

・交付決定時において支払（決済）済の場合の補助事業者は、交付決定通知書の
到達後、速やかに実績報告書を提出してください。

・実績報告書の日付は、交付決定通知書の日付から15日以内で提出していただ
く必要があります。
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補助事業の基本的な流れ

岡山県補助事業者
交付決定（10/29）

実績報告書 提出 完了検査
財団

事業実施

日程を調整の上、現地検査、
帳簿等の確認を実施します

・実績報告書の提出を受けたのち、完了検査として財団が、日程を調整の上、現
地検査、帳簿等の確認等を実施します。

12



補助事業の基本的な流れ

岡山県補助事業者
交付決定（10/29）

実績報告書 提出 完了検査

補助金の額の確定

財団

岡山県

事業実施

検査後に補助金の額の確定を行い、
郵送で通知します

・完了検査後に岡山県が補助金の額の確定を行い、郵送で補助事業者に通知しま
す。
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補助事業の基本的な流れ

岡山県補助事業者
交付決定（10/29）

実績報告書 提出 完了検査

補助金の額の確定請求書 提出

財団

岡山県

事業実施

補助金の額の確定通知を受け取った後
に提出してください

・補助事業者は補助金の額の確定通知を受け取った後、岡山県に対して所定の様
式により、請求書を提出してください。
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補助事業の基本的な流れ

補助金の受取

岡山県補助事業者
交付決定（10/29）

実績報告書 提出 完了検査

補助金の額の確定請求書 提出

補助金の支払い

財団

岡山県

事業実施

・請求書を受領した後、補助金が支払われます。
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補助事業の具体的な処理手順

（１）各手続きについて
（２）補助対象期間
（３）補助対象となる経費
（４）経理処理

・次に補助事業の具体的な処理手順として、次の項目に沿って説明します。
（１）各手続きについて
（２）補助対象期間
（３）補助対象となる経費
（４）経理処理
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補助事業の具体的な処理手順

上記の事由が生じた場合には、
必ず事前に岡山県まで連絡してください

（１）各手続きについて

手続きが必要な事由 手続きの種類

・計画内容（経費を含む）に変更が生じたとき
・所在地（住所）等の登記事項等が変更になったとき
・事業がスケジュール内に完了しない見込みが生じたとき

①計画内容等の変
更の手続き

・事業が令和3年2月1日までに完了しないとき ②事故の報告
・止むを得ず事業を廃止（中止）するとき ③事業の廃止
・補助金の交付を辞退するとき ④辞退

（１）各手続きについて、ここでは補助期間中における手続きの説明をします。

・補助事業の実施期間中に、次のような事由が生じた場合には、必ず事前に岡山
県まで連絡をして各所定の手続きを行ってください。

・経費を含む計画内容に変更が生じたとき、所在地等の登記事項等が変更になっ
たとき、事業がスケジュール内に完了しない見込みが生じたときこれらのときに
は計画内容の変更の手続きが必要です。

・事業が令和3年2月1日までに完了しないとき、事故の報告の手続きが必要です。

・止むを得ず事業を廃止するとき、事業の廃止（中止）の手続きが必要です。

・補助金の交付を辞退するとき、辞退の手続きが必要です。

・これらの手続きが必要な事由が生じた場合には、必ず岡山県まで連絡してくだ
さい。

・計画内容等の変更の手続きから順に説明します。
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補助事業の具体的な処理手順

補助事業の内容の変更が生じる場合は、
必ず事前に岡山県にご相談ください

①計画変更の手続き
変更承認申請書（様式第3） 変更届（参考様式）

事前に岡山県の
承認が必要 事後の届出

・計画内容等の変更の手続きには、事前に岡山県の承認を得ることが必要な「変
更承認申請書」の提出が必要な場合と、「変更届」の提出が必要な場合がありま
す。

・変更内容によって、補助対象とならない場合がありますので、交付申請に添付
した補助事業計画書に記載していない内容の実施等が生じる場合は必ず事前に岡
山県にご相談ください。
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補助事業の具体的な処理手順

①計画変更の手続き

変更承認申請書（様式第3）

（ア）経費の変更
（交付決定額の20%を超える減額が発生する場合又は交付決定額の範囲内で経費区分の配分に変更が発生する場合）

（イ）購入する設備等の機種・規格の変更及び同等品への変更

（ウ）スケジュールの延⾧（延⾧できる年月日は令和3年2月1日まで）

変更届（参考様式）

▼変更事由とその手続き

補助事業者において、登記事項等の変更が生じた場合
例）所在地の変更、代表者の変更、組織変更、商号の変更 等

・変更承認申請書の提出と岡山県からの承認が必要な変更事由は、交付決定額の
20%を超える減額が発生する場合又は交付決定額の範囲内で経費区分の配分に変
更が発生する場合の経費の変更、購入する設備等の機種・規格の変更及び同等品
への変更、スケジュールの延⾧です。

・変更届の提出が必要な変更事由は、補助事業者において、所在地の変更、代表
者の変更、組織変更といった登記事項等の変更が生じた場合です。
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補助事業の具体的な処理手順

①計画変更の手続き
変更承認申請書（様式第3）

【添付書類】
・変更後の見積書

（ア）経費の変更
（交付決定額の20%を超える減額が発生する場合又は

交付決定額の範囲内で経費区分の配分に変更が発生する場合）

・経費の変更申請の際には、変更承認申請書にあわせて、変更後の見積書の提出
が必要です。
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補助事業の具体的な処理手順

①計画変更の手続き
変更承認申請書（様式第3）

＜経費変更についての注意事項＞

１）補助対象経費が増額になった場合であっても、
補助金交付決定額が増額することはありません

2）当初の補助事業計画書（様式第1 別紙1・別紙2）の
内容から逸脱する経費変更は認められない場合があります

・経費変更についての注意事項です。

・補助対象経費が増額になった場合であっても、補助金交付決定額が増額するこ
とはありません。

・当初の補助事業計画書（様式第1 別紙1・別紙2）の内容から逸脱する経費変
更は認められない場合がありますのでご注意ください。
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補助事業の具体的な処理手順

①計画変更の手続き
変更承認申請書（様式第3）

（イ）購入する設備等の機種・規格の変更及び同等品への変更

※補助事業者の責めによらず購入を予定していた設備等の調達が
困難となった場合のみ

【添付書類】
・やむを得ない事情がわかる書類
・変更後の設備等の見積書
・変更後の設備等の規格、性能、定価等概要がわかる書類

・次に、購入する設備等の機種・規格の変更及び同等品への変更についてですが、
当該変更が認められるのは、補助事業者の責めによらず購入を予定していた設備
等の調達が困難となった場合のみです。

・変更承認申請書にあわせて、添付書類としてやむを得ない事情が分かる書類、
変更後の設備等の見積書、変更後の設備等の規格、性能、定価等概要がわかる書
類が必要です。
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補助事業の具体的な処理手順

①計画変更の手続き
変更承認申請書（様式第3）

（ウ）スケジュールの延⾧

※補助事業者の責めによらず補助事業計画記載のスケジュール内に
完了することが困難になった場合のみ

※延⾧できる年月日は令和3年2月1日まで

【添付書類】
・やむを得ない事情がわかる書類

・スケジュールの延⾧についても、変更が認められるのは、補助事業者の責めに
よらず補助事業計画記載のスケジュール内に完了することが困難になった場合の
みです、また延⾧できる年月日は令和3年2月1日までです。

・変更承認申請書に合わせてやむを得ない事情が分かる書類が必要です。
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補助事業の具体的な処理手順

①計画変更の手続き
変更届（参考様式）

補助事業者において、登記事項等の変更が生じた場合

・住所の変更（表示変更も含む）
・代表者の変更
・組織変更（個人事業主→法人、有限会社→株式会社等）
・商号の変更 等

【添付書類】
・上記の変更の内容が確認できる書類

・次に変更届の提出が必要な変更事由として、補助事業者において、登記事項等
の変更が生じた場合、変更届にあわせてそれらの変更の内容の確認ができる書類
が必要です。
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補助事業の具体的な処理手順

岡山県に対し、速やかに「事故報告書（様式第６）」
を提出し、指示を受けてください。

②事故の報告
事故報告書（様式第6）

・補助事業が令和3年2月1日までに完了する
ことができないと見込まれる場合

・補助事業の遂行が困難となった場合

・次に事故の報告の手続きについて、補助事業が令和3年2月1日までに完了する
ことができないと見込まれる場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合、こ
れらの場合、岡山県に対して速やかに事故報告書を提出し、指示を受けてくださ
い。
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補助事業の具体的な処理手順

岡山県において廃止の理由及び内容等の妥当性を考慮し、
廃止の承認を行います

③事業の廃止（中止）
廃止承認申請書（様式第５）

・補助事業を廃止（中止）せざるを得ない
状況が発生した場合

・補助事業を廃止（中止）せざるを得ない状況が発生した場合、廃止承認申請書
を岡山県に対して提出してください。廃止の理由及び内容等の妥当性を考慮し、
廃止の承認を行います。
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補助事業の具体的な処理手順

辞退の申し出ができるのは、
交付決定の通知を受けた日から起算して１５日以内です

④辞退
申請辞退書（参考様式）

・補助金の交付について辞退しようとする時

・補助金の交付について辞退しようとする時は申請辞退書を提出してください。
なお、辞退の申し出ができるのは、交付決定の通知を受けた日から起算して１５
日以内です。
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補助事業の具体的な処理手順

（２）補助対象期間

可否 R2/3/31以前 R2/4/1～
申請前日

申請日～
R２/10/28

補助期間
（R2/10/29～R3/2/1）

R3/2/2
以降

〇 見積 発注・納品・請求・支払（決済）

〇 見積・発注 納品・請求・支払（決済）

〇 見積 発注 納品・請求・支払（決済）

〇 見積 発注 納品・請求・支払（決済）

× 見積・発注 納品・請求・支払（決済）

× 見積 発注・納品・請求 支払（決済）

× 見積 発注・請求・支払（決済） 納品

（２）補助対象期間について
・補助対象期間については表のとおりです。

・令和2年4月1日以降に発注を行った事業に要する経費についても、書類等によ
る確認が可能で適正と認められる場合には補助対象とすることが可能ですが、令
和2年3月31日以前の発注や。令和3年2月２日以降の納品や支払いは認められま
せん。
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補助事業の具体的な処理手順

（３）補助対象となる経費
補助事業計画書（様式第1）

補助対象となる経費は補助事業計画書に
記載のある取組に要する経費

（３）補助対象となる経費について
・補助金の交付対象となる経費は、補助事業計画書（様式第１ 別紙１）に記載
のある取組に要する経費（様式第１ 別紙２）であって、募集要項で補助の対象
としたものとなります。
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補助事業の具体的な処理手順

（３）補助対象となる経費

注１ 原則として資産計上が確認できない場合は、補助対象とすることができません
※必ず固定資産台帳への資産計上を行うとともに、必要なものは固定資産税
（償却資産）の申告も行ってください

注2 取得した資産は、補助事業の目的に即して使用する必要があります
※目的外使用（当初計画からの用途変更、県外移転等）は、補助金の返還対象

となります

注3  同一の事業に対して、この補助金以外に国や県の補助金等を重複して受給する
ことはできません

・補助金の支払いの際には、新たに取得した設備等の固定資産課税台帳や固定資
産台帳への資産計上の有無及び金額を確認する場合があります。

・原則として、資産計上が確認できない場合は、補助対象とすることができませ
んので、必ず固定資産台帳への資産計上を行うとともに、必要なものは固定資産
税の申告も行ってください。

・取得した資産は、補助事業の目的に即して使用する必要があります。当初計画
からの用途変更、県外移転等は目的外使用に該当し、補助金の返還対象となりま
す。

・同一の事業に対して、この補助金以外に国や県の補助金等を重複して受給する
ことはできません。補助金の額の確定後であっても、不正受給等が認められた場
合は、補助金の返還や不正内容の公表、更に厳しい処分が科されることがありま
す。既に、他の補助金等の申請や事業完了報告等を行った場合は、速やかに岡山
県に申し出てください。
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補助事業の具体的な処理手順

（４）経理処理

① 使用目的が補助事業の遂行に必要なものと明確に
特定できる経費

② 証拠書類によって金額・支払等が確認できる経費

補助対象経費となるためには、
上記の条件を満たす必要があります

（４）経理処理について
・ここでは、補助事業の経理処理を行う上での一般的な規定や注意事項等を説明
します。

・補助対象経費となるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
①使用目的が補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
すなわち、汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定でき
ないものの経費は認められません。
②証拠書類によって金額・支払等が確認できる経費
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補助事業の具体的な処理手順

（４）経理処理

【基本的な証拠書類】

ア）仕様書（控）・カタログ等
イ）見積書
ウ）発注書（控）又は契約書
エ）納品書
オ）現物写真・成果物等
カ）請求書
キ）支払いの確認が可能な書類等（通帳の写し、銀行振込受領書等）

・基本的な証拠書類は次のとおりです。
仕様書の控え、カタログ等
見積書
発注書の控え又は契約書
納品書
現物写真・成果物等
請求書
支払いの確認が可能な書類等

・これらの証拠書類は原本を保存し、写しを実績報告時に提出してください。原
本は検査の際に確認させていただきます。
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業者選定理由書

補助事業の具体的な処理手順

（４）経理処理
イ）見積書

採用した見積書 相見積書
又は

見積書は電子データでの発行の場合、印刷したものを保存してください
交付申請時に見積書の原本を送付し、原本が手元に無い場合は、財団へご相談ください

・見積書についての補足説明です。

・ ご提出していただいた見積書及び相見積書は原本を保存してください。相見
積書が無い場合は、ご提出いただいた業者選定理由書の写しを保存してください。

・ 電子データでの発行の場合、印刷したものを保存してください。また、交付
申請時に見積書の原本を送付し、お手元に原本が無い場合には、事務局（財団）
へご相談ください。
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（４）経理処理
エ）納品書

検収書

補助事業の具体的な処理手順

納品書

社内規程等で検収を行った際は、検収日を記入し、
担当者が押印（サイン）してください
※検収書が整備されている場合には

検収日の記入、押印（サイン）は不要です
検収日:令和●年●月●日
“押印（サイン）”

検収日:令和●年●月●日

・納品書についての補足説明です。

・納品の際に納品物が発注した内容と適合するかどうか確認してください。

・社内規程等により検収を行った際は検収日を記載し、担当者が押印又はサイン
してください。

・なお検収書が別に整備されている場合には検収日の記入、押印は不要です。
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（４）経理処理
オ）現物写真・成果物等

補助事業の具体的な処理手順

・購入した設備等の現物写真

・構築したシステムのハード
ウェア・ソフトウェア構成図、
動作結果を報告する書類等

設備等のプレート
の記載内容と

貼り付けたステッカー
（後日配布）が
確認できる写真

設備の全体が
わかる写真

・現物写真・成果物等についての補足説明です。

・購入した設備等の現物写真や構築したシステムのハードウェア構成図、ソフト
ウェア構成図、ネットワーク構成図又は動作結果を報告する書類等の成果物をご
提出ください。

・なお、補助対象となっている物件であることを示すため、可能な限り補助対象
物品には、製造番号等が刻印又は印字されているプレートの横に後日配布するス
テッカーを貼り付けて下さい。

・また、購入した設備等の写真は、補助事業で取得したことを証明できる写真と
して設備等の全体とステッカー貼付部分を準備してください。現地調査時には現
物、製造番号およびステッカーを確認します。

35



（４）経理処理
オ）現物写真・成果物等

補助事業の具体的な処理手順

改修前の写真

改修前図面

改修の場合は、改修前後の写真や図面、
構成図等をご準備ください。

※すでに改修が完了している場合で、
改修前の写真等が無い場合には、
財団までご連絡ください。

改修後図面

改修後の写真

・改修の場合は、改修前後の写真や図面・構成図等をご提出ください。
※すでに改修が完了している場合で、改修前の写真等がない方は財団までご連絡
ください。
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銀行振込受領書

（４）経理処理
キ）支払いの確認が可能な書類等

補助事業の具体的な処理手順

※経費の支払いは申請者名義の口座振込として
ください

※現金・クレジットカード・手形・小切手に
よる支払は認められません

（令和2年4月1日以降、すでに事業に着手しており、
支払（決済）まで完了している場合で、代金が購入先
に支払われていることを証明できる書類を提出した場
合を除きます）

・支払いの確認が可能な書類等についての補足説明です。

・経費の支払は口座込としてください。現金・クレジットカード・手形・小切手
による支払いについては認められません。

※ただし、令和２年４月１日以降にすでに事業に着手しており、支払(決済)まで
完了している場合で、代金が購入先に支払われていることが証明できる書類を提
出した場合を除きます。
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銀行振込受領書

（４）経理処理
キ）支払いの確認が可能な書類等

補助事業の具体的な処理手順

※振込手数料は補助対象外となります
振込手数料を取引先負担としている場合、
手数料相当額を差引いた額が補助対象額と
なります。

※支払いの事実（支払いの相手方、支払日、支
払額等）を明確にしてください。

【銀行振込受領書、銀行利用明細書、
ネットバンキングによる振込を証明できるもの等】

・また、振込手数料は補助対象外となります。振込手数料を取引先負担としてい
る場合、手数料相当額を差引いた額が補助対象額となります。

・銀行振込受領書、銀行利用明細書、インターネットバンキングによる振込を証
明できるものを印刷したもの等、支払いの相手方、支払日、支払額等支払の事実
を明確にしてください。
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補助事業完了後の手順

（１）実績報告書の提出
（２）完了検査
（３）補助事業者への補助金の支払い
（４）財産の処分
（５）書類の整理・保存
（６）提出書類

・次に補助事業完了後の処理手順として、次の項目に沿って説明します。
（１）実績報告書の提出
（２）完了検査
（３）補助事業者への補助金の支払い
（４）財産の処分
（５）書類の整理・保存
（６）提出書類
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補助事業完了後の手順

（１）実績報告書の提出
実績報告書（様式第７） 補助事業完了チェックリスト（参考様式）

チェックリストで提出書類を
確認してください事業完了後、作成してください

（１）実績報告書の提出について
・ 事業完了後、「実績報告書（様式第７）」を作成してください。

・ 提出書類の添付漏れがないかを最後に「補助事業完了チェックリスト」でご
確認の上、提出してください。
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補助事業完了後の手順

（１）実績報告書の提出

取得財産等管理台帳（様式第１１） 取得財産等管理台帳（詳細）（参考様式）

取得価格又は効用の増加価格が
単価50万円以上のもの 補助金で取得した全ての設備

・ 補助金で取得した設備等のうち、取得価格又は効用の増加価格が単価50万
円（税抜）以上のものは「取得財産等管理台帳（様式第１１）に設備等ごとに記
載の上、実績報告書に添付して提出してください。

・また、補助金で取得した設備等について、設備等の構成を見た際に、独立した
物として識別することができるものについては、50万円（税抜）未満の設備等
についても、参考様式である「取得財産等管理台帳（詳細）」に構成物ごとに記
入の上、実績報告書に添付して提出してください。
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補助事業完了後の手順

（１）実績報告書の提出

取得財産等管理台帳（様式第１１）の記入例

設備名称 数量 単位 単価（税抜）
設備稼働状況管理システム 1 式 5,000,000

取得価格又は効用の増加価格が
単価50万円以上のもの

発
信
機

発
信
機

受信機

設備稼働状況管理システム

・記入例として設備稼働状況管理システム1式を5,000,000円で取得した場合、取
得財産等管理台帳（様式第11）には表記のとおり記入してください。
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補助事業完了後の手順

（１）実績報告書の提出

設備名称 数量 単位 単価（税抜）
発信機（設備稼働状況管理システム） 3 台 400,000
受信機（設備稼働状況管理システム） 1 台 3,800,000

補助金で取得した全ての設備等

発
信
機

発
信
機

受信機

設備稼働状況管理システム

取得財産等管理台帳（詳細）（参考様式）の記入例

・ この設備稼働状況管理システムが、単価40万円（税抜）の発信機と単価380
万円（税抜）受信機から構成される場合、取得財産等管理台帳（詳細）には、そ
れらを分けて表記のとおり記入してください。

・なお、「（参考様式）取得財産等管理台帳（詳細）」は事務局で記入した電子
データをメールにてお送りいたします。取得した設備等の実態に合わせて修正し
てください。
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補助事業完了後の手順

（２）完了検査

・実績報告書の提出後、事業の実施場所や事務所を訪問して「完了検
査」を実施します

・申請どおりの取組が実施されているか、目的どおりに利用されている
か、経理関係の処理が適切に行われているか、関係書類（原本）が適切
に保存・管理されているか等の確認を行います

・実施の日程については、実績報告書に記載された連絡先の担当者と調
整させていただきます

（２）完了検査について
・実績報告書の提出後、事業の実施場所や事務所を訪問して完了検査を実施しま
す。

・検査では申請どおりの取組が実施されているか、目的どおりに利用されている
か、経理関係の処理が適切に行われているか、関係書類（原本）が適切に保存・
管理されているか等の確認を行います。

・実施の日程については、実績報告書に記載された連絡先の担当者と調整させて
いただきます。
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補助事業完了後の手順

（３）補助事業者への補助金の支払い

補助金の支払額は、交付決定通知書に記載された交付決定金額
ではなく、額の確定通知書に記載された補助金額になります

完了検査 補助金の額の確定
交付決定通知書（様式第2） 額の確定通知書（様式第8）

補助金の支払額

（３）補助事業者への補助金の支払いについて
・完了検査の終了後、岡山県が補助金の額の確定手続きを行い、「補助金の額の
確定通知書」を送付します。

・通知を受け取られたら、所定の様式により補助金精算払請求書を作成し、岡山
県に提出してください。

・補助金の支払額は、交付決定通知書に記載された交付決定金額ではなく、額の
確定通知書に記載された補助金額になります
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補助事業完了後の手順

（４）財産の処分
処分承認申請書（様式第１２号）

廃棄・取り壊し

転用

貸し付け

譲渡

補助事業完了（補助金の受領）後においても、
事前に承認が必要となります

処分
交換

担保に設定

（４）財産の処分
・この補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分する際には、「処
分承認申請書」を提出し、事前に承認を得ることが必要となりますので、必ず、
事前に岡山県までご連絡をいただき、手続きの確認をお願いします。

・補助事業完了（補助金の受領）後においても、事前に承認が必要となります。

・承認が必要となる期間は取得した資産区分により異なりますので、事前に岡山
県までお問い合わせください。

・承認を受け財産を処分し、収入を得た場合には、その収入に相当する額の全部
又は一部を岡山県に返還する必要があります。

・担保に供する（抵当権の設定等）場合、理由や内容によっては承認できない場
合もありますので、必ず事前にご相談ください。
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補助事業完了後の手順

（５）書類の整理・保存

設備等の処分制限期間
（減価償却資産の耐用年数）の満了日▼

令和８年３月３１日▲

いずれか遅い日まで適切に保存

（５）書類の整理・保存について
・補助金に関係する帳簿類や見積書、契約書、交付申請書の控え、実績報告書の
控え等は、設備等の処分制限期間の満了日又は事業が完了した日の属する会計年
度の終了後５年間すなわち令和８年３月３１日までのいずれか遅い日まで保存が
義務付けられています。

・関係書類は時系列に整理の上、配布したファイルに保存してください。
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補助事業完了後の手順

（５）書類の整理・保存

本事業に係る帳簿・伝票等は、
全てその写しを事務局から配布されたファイルへ保存してください

振替伝票 No.

金額 借方科目 適用 貸方科目 金額

合計

20ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日

日付 適用 仕丁 借方 日付 適用 仕丁 借方

総勘定元帳

買掛金

日付 適用 仕丁 借方 日付 適用 仕丁 借方

総勘定元帳

現金

日付 適用 仕丁 借方 日付 適用 仕丁 借方

総勘定元帳

機械装置

完了検査時に伝票類が未起票等の
場合には、起票された後、配布さ
れたファイルに保存してください

・本事業に要した経費については、他の経理と混同しないよう、入出金日を記
載・記帳し、その出納を明らかにしてください。

・また、 本事業に係る帳簿・伝票等は、全てその写しを事務局から配布された
ファイルへ保存してください。

・なお、完了検査時に伝票類が未起票等の場合には、起票された後、配布された
ファイルに保存してください。
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補助事業完了後の手順

（６）提出書類

提出書類のうち様式があるものにつ
いては、財団HP（産業支援ネット
ワーク）にアップロードしています

ダウンロードし、作成してください

（６）提出書類について
・提出書類のうち、様式があるものについては、財団HP（産業支援ネットワー
ク）にアップロードしています。
各自必要なものをダウンロードし、作成してください

49



補助事業完了後の手順

（６）提出書類
提出書類 様式等

1 補助事業完了チェックリスト ―

2 実績報告書 様式第7

2-1 事業実績書 様式第7

2-2 経費支出状況 様式第7

3 見積書 ―

4 発注書又は契約書 ―

5 納品書 ―

6 現物写真・成果物等 参考様式

・最後に実績報告の際に必要な書類は次のとおりです。

・既に提出されている書類等で提出不要なものもありますので、チェックリスト
の注意書きを確認しながらご準備ください。

補助事業完了チェックリスト
実績報告書
事業実績書
経費支出状況
見積書
発注書又は契約書
納品書
現物写真・成果物等
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補助事業完了後の手順

（６）提出書類
提出書類 様式等

7 請求書 ―

8 銀行振込受領書又は銀行利用明細書等 ―

9 通帳の支払部分 ―

10 通帳の口座情報のわかる部分 ―

11 取得財産等管理台帳 様式第11

12 取得財産等管理台帳（詳細） 参考様式

13 減価償却明細書（取得、改修後の設備等が掲載されたも
の）の写し ―

請求書
銀行振込受領書又は銀行利用明細書等
通帳の支払部分
通帳の口座情報のわかる部分
取得財産等管理台帳
取得財産等管理台帳（詳細）
減価償却明細書（取得、改修後の設備等が掲載されたもの）の写し
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お問い合わせ先

■岡山県産業労働部 経営支援課
〒700-0824
岡山市北区内山下2丁目4-6
TEL:086-226-7353 FAX:086-224-2165

■(公財)岡山県産業振興財団
小規模設備生産性向上支援事業補助金 事務局
〒701-1221
岡山市北区芳賀5301テクノサポート岡山１F
TEL:086-286-9696
Email:ss-machine@optic.or.jp

お問い合わせ先・実績報告書提出先

・お問い合わせ先及び実績報告書提出先は次のとおりです。

・以上をもちまして補助事業実施の手引きについての説明を終わります。

・ご清聴ありがとうございました。
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